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村澤社会保険労務士法人 

来年１月１日より子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得ができるように 

 

◆「子の看護休暇」制度とは？ 

 育児介護休業法により、小学校就学前の子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、

１年度において５日（その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が２人以上の場合にあっ

ては、10 日） を限度として、子の看護休暇を取得することができます。 

 なお、取得できる労働者として、日々雇い入れられる労働者が除かれるほか、一定の労働者を

労使協定で対象外とすることができます。 

 

◆「介護休暇」制度とは？ 

 育児介護休業法により、要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者は、事業主に申

し出ることにより、１年度において５日（その介護、世話をする対象家族が２人以上の場合にあ

っては、10 日）を限度として、介護休暇を取得することができます。 

 取得できる労働者の要件は、子の看護休暇と同じです。 

 

◆何が変わる？ 

 子の看護休暇・介護休暇の取得単位は、１日単位または半日単位（１日の所定労働時間の２分

の１。労使協定により異なる時間数を半日と定めた場合には、その半日）とされていますが、令

和３年１月１日より、１時間単位での取得が可能となります。 

 また、１日の所定労働時間が４時間以下の労働者には、半日単位での取得をさせなくてもよい

こととされていますが、令和３年１月１日より、１時間単位での取得ができることとなります。 

 

◆何が必要？ 

 育児介護休業規程の見直しが必要となります。さらに、子の看護休暇・介護休暇の時間単位取

得は、原則始業時間もしくは終業時間に連続するかたちで取得させればよいこととされています

が、厚生労働省では法を上回る措置として、いわゆる「中抜け」を認める制度とすることを求め

ています。規程の見直しにあたっては、中抜けを認めることとするかどうかの検討が必要です。 

また、時間単位取得が困難な業務がある場合は、労使協定により、その業務に従事する労働者

を対象労働者から除外することができるため、該当する業務がある場合は、労使協定の締結も必

要となります。 


